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5月下旬から1か月の間に、運航不能による救助要請が12件あ

り、そのうち7件は機関故障によるものでした。

船長さんはふだんから「発航前検査の実施」を徹底しましょう。

また、梅雨の時期となり、海上では突然の大雨や濃霧により視

界が悪くなる場合もありますので注意してください。

～ 発航前検査は船長の義務です！ ～

夜間に救助・えい航される漁船

※同アニメは、プレジャーボート
の機関故障海難を防止するために
第七管区海上保安本部の職員が作
成したものであり、現在、海上保
安庁YouTubeに掲載されています。

「機関故障編」

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/info/marinesafety/01_safetyguide/uminiderumaeni.pdf

海難防止啓発アニメ（機関故障編）
https://www.youtube.com/watch?v=o8-gD2F_0CQ

発航前検査チェックリスト



※海の安全情報の緊急情報配信サービスに登録すると「灯台で観測したリアルタ
イムな気象情報」「竜巻目撃情報・突風に関する緊急情報」「航行に支障をきた
す流木などの漂流物情報」などの情報を入手することが出来ます.（登録は無料で
きます。なお、データ通信料は発生します。）

過去の海難事故の発生状況から救命胴衣着用者の方が生存割合が高
いという結果がでています。自らの命を守るためにも救命胴衣は必ず
着用するようにしましょう。

海は比較的穏やかに見えても、時折、霧・高波や突風・竜巻などの
自然現象が発生することがあります。マリンレジャーを楽しむ際は自
然現象の変化も想定し、海上模様の変化に十分に注意しましょう。

現在、新型コロナウィルスの感染予防のため、「3密を避ける」、
「ソーシャルディスタンスを取る」など見えない危険（感染）への対
処法が推奨されています。
これらに加え、マリンレジャーを楽しむ時は、「単独での行動は避

け、多くの人の目に触れる場所に居ること」が見える危険（事故）
への予防策となります。多くの人の目に触れることは「周囲への見張
り（見守り）」につながり、海難事故の発生を未然に防ぐこととなり
ます。




